
母と子どもの母と子どもの
しあわせのためにしあわせのために
母と子どもの
しあわせのために 児童扶養手当制度の案内

　児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と
自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
父と生計を同じくしていても、父の心身に一定の障害がある場合には支給されます。

障害のある障害のある
お子さんのためにお子さんのために
障害のある

お子さんのために 特別児童扶養手当制度の案内
　特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護又は
養育している人に支給されます。
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美しい川美しい川をつくりましょうをつくりましょう美しい川をつくりましょう

クリーンアックリーンアップ作戦プ作戦を
実施します実施します

クリーンアップ作戦を
実施します

　美しい環境を守り、生活に潤いと安らぎを与え
る美しい川づくりの一環としてクリーンアップ作
戦（河川美化作業）を実施します。町民の皆さん
の参加、ご協力をよろしくお願いいたします。

◆実施時期　平成21年６月14日（日）（小雨決行）
　　　　　　（雨天延期のとき６月21日）
　　　　　 午前８時～10時（集合時間午前７時45分）
◆実施場所　折木川、浅見川、北迫川、浅見川海岸、
　　　　　 北釜海岸、西の沢溜め池

※なお、集合場所等詳細は、

■お問い合わせ　建設課建設グループ　 27－4161
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